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    足場からの墜落防止措置について（お願い） 

 

時下、益々ご清祥のこととお慶び申し上げます。 

日頃より、本会の運営にご協力を賜り感謝を申し上げます。 

さて、足場からの墜落防止措置について厚生労働省は、平成２１年６月に労

働安全衛生規則を改正し、足場からの墜落防止措置を強化するとともに、安全

衛生部長通知により手すり先行工法等の「より安全な措置」の普及を図ってい

るところですが、その効果については、現在、「足場からの墜落防止措置の効果

検証・評価検討会」において、検証しているところです。 

本検討会には、ユーザーとして全建、日建連、建専連等の建設業界団体と全

国仮設安全事業協同組合（アクセス）が足場メーカーとして参画しています。

この場でアクセスは、手すり先行工法と第三者による足場の点検の義務化の法

制化を主張していますが、建設業界団体としては、手すり先行工法の義務化に

ついては、現行の安全衛生規則を遵守することで災害は防止できること、第三

者による点検の義務化については、法的責任を負わない者の点検は絶対に認め

られるべきではないことからアクセスの主張に反対している経緯があります。 

この度、アクセスは、自由民主党に「建設現場における墜落災害撲滅・安全

足場設置推進議員連盟」（別添１）を設置し、政治への働きかけを強化していま

すが、これに対応するため、全建、日建連、建専連、住団連の建設４団体は別

添２を内容とする要望書（別添３）を厚生労働大臣、上杉議連会長等議連の幹

部に提出要望いたしました。併せて、全建理事会、全国会長会議にご報告する

とともに、現在、議連メンバーを中心に建設業界団体の主張をご説明している

ところです。 

つきましては、各県協会において、地域選出の議連メンバーはもとより、よ

り多くの国会議員に対してユーザー側の主張をご理解いただけるよう適切な対

応をお願いいたします。 

 ご質問等がありましたら、全建労働部までお願いします。 














